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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
燃焼室（２０２）及び該燃焼室内に可燃性媒体（３１）を噴霧する燃料ノズル（２８）を
備える内燃機関（２００）のためのレーザ点火装置（１０、３０、３４、３５、３８、５
０、５５）であって、
少なくとも一つのレーザ光源（１２）であって、該少なくとも一つのレーザ光源（１２）
から直接前記燃焼室まで延びる経路に沿って送られるレーザビーム（１４）を生成するよ
うに構成される、少なくとも一つのレーザ光源（１２）と、
前記燃焼室（２０２）に供給される含酸素燃料混合物（３１）を、着火性（３３）の最も
高い領域において照射しレーザ火花（３２）を生成するように前記レーザビーム（１４）
を送出して、燃焼領域（２４）内に燃焼器火炎（２２）を生成するように構成される光ビ
ーム案内要素（１６）と、
前記少なくとも一つのレーザ光源（１２）と一体に収容された火炎センサ付き制御診断部
（２０）と
を含み、
前記光ビーム案内要素（１６）は、前記少なくとも一つのレーザ光源（１２）と前記燃焼
室の燃焼室壁に形成された点火部とを整列させ、前記燃焼器火炎（２２）からの光放射を
前記レーザビームと同じ経路に沿って協働的に送出するように更に構成され、
前記火炎センサ付き制御診断部（２０）は、前記光放射の少なくとも１部を検出するよう
構成され、該検出された光放射の少なくとも１部に基づき、前記内燃機関が通常の動作状
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態よりも危険な動作状態になったとき、前記レーザ火花（３２）が前記燃料ノズル（２８
）により近い位置で生成するよう前記レーザビームを制御するよう動作可能である
レーザ点火装置。
【請求項２】
前記光ビーム案内要素（１６）は、回折部品、プリズム、ミラー、光音響スイッチ、及び
偏光ベースの光学部品のうちの一つ以上を含む、請求項１に記載のレーザ点火装置。
【請求項３】
前記着火性（３３）の最も高い領域は、燃焼室（２０２）内部の再循環区域（４１）の近
くである、請求項１又は２に記載のレーザ点火装置。
【請求項４】
前記レーザ光源（１２）は、ポンプレーザ光源（１３）を含み、放射されたポンプ光（３
６、３９）の一部は、レーザ空洞（３７）から取り出されて、燃焼室（２０２）内に誘導
される、請求項１乃至３のいずれか１項に記載のレーザ点火装置。
【請求項５】
前記少なくとも一つのレーザ光源（１２）は、前記少なくとも一つのレーザビーム（１４
）の時間プロファイルを最適化して、短い高強度ピーク（６３）を有する初期レーザパル
ス火花を生成し、続いて、生成された火炎核を、前記レーザパルス火花よりも長く低強度
のテイル（６４）によって加熱するように構成される、請求項１乃至４のいずれか１項に
記載のレーザ点火装置。
【請求項６】
前記少なくとも一つのレーザ光源（１２）は、前記少なくとも一つのレーザビーム（１４
）のパルス列を最適化して、レーザパルス火花（６３）の期間を延長し、レーザパルス火
花（６３）及び対応する火炎核（７８）へのエネルギ伝達を改善するように構成される、
請求項１乃至５のいずれか１項に記載のレーザ点火装置。
【請求項７】
前記少なくとも一つのレーザ光源（１２）は、前記少なくとも一つのレーザビーム（１４
）の空間パルス形状を最適化するように構成される、請求項１乃至６のいずれか１項に記
載のレーザ点火装置。
【請求項８】
燃焼室（２０２）及び該燃焼室内に可燃性媒体（３１）を噴霧する燃料ノズル（２８）を
備える内燃機関（２００）内の燃料混合物の点火方法であって、
少なくとも一つのレーザ光源（１２）を用い、該少なくとも一つのレーザ光源（１２）か
ら直接前記内燃機関の燃焼室まで延びる経路に沿って送られる少なくとも一つのレーザビ
ーム（１４）を生成し、
少なくとも一つの光ビーム案内要素（１６）を介して、前記内燃機関（２００）の燃焼室
（２０２）内に供給された前記燃料混合物（３１）に対して、着火性（３３）の最も高い
領域においてレーザ火花（３２）が生成するよう前記少なくとも一つのレーザビーム（１
４）を集束させるように、前記少なくとも一つのレーザビーム（１４）を送り出すこと
を含み、
前記光ビーム案内要素（１６）は、前記少なくとも一つのレーザ光源（１２）と前記燃焼
室の燃焼室壁に形成された点火部とを整列させ、燃焼器火炎（２２）からの光放射を前記
レーザビームと同じ経路に沿って協働的に送出するように構成され、
前記方法は、さらに、
前記集束されたレーザビーム（１４）で前記燃料混合物（３１）に点火して、火炎領域（
２４）内に燃焼器火炎（２２）を生成することと、
前記燃焼器火炎からの光放射を前記光ビーム案内要素（１６）を介して送出することと、
前記燃焼器火炎からの前記光放射の一部を、前記少なくとも一つのレーザ光源（１２）と
一体に収容された火炎センサ付き制御診断部（２０）で検出することと、
前記検出された光放射の少なくとも１部に基づき、前記内燃機関が通常の動作状態よりも
危険な動作状態になったとき、前記レーザ火花（３２）が前記燃料ノズル（２８）により
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近い位置で生成するよう前記レーザビームを制御することと
を含む方法。
                                                                      
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して内燃機関の点火装置に関する。より詳細には、本発明は、レーザ点火
装置に関し、内燃機関用にレーザ点火装置を最適化することを特徴とする。
【背景技術】
【０００２】
　内燃機関に関して、燃料は、燃焼室内で酸化剤（通常は空気）と共に燃焼される。結果
的に得られる高温高圧の気体が膨張することで、タービン翼などのエンジンの可動構成要
素に力を印加してタービンを駆動する。燃焼は、間欠的（例えば、自動車に適用される場
合など）又は連続的（例えば、ガスタービン及びジェットエンジンにおける場合など）で
あり得る。
【０００３】
　内燃機関用の従来の点火装置では、火花放電によって混合気に点火するために、燃焼室
の壁面に固定された点火プラグに高電圧が印加される。ただし、この種の点火装置では、
点火プラグが燃焼室に直接露出しているため、炭素が点火プラグに付着して、点火プラグ
が放電し難くなる。更に、点火プラグの電極の熱損失のせいで、放電によって生成された
炎のトーチ又は核が冷やされて、火炎になる前に消滅してしまう。また、壁面において、
又は壁面のごく近くで着火するため、壁面から燃料を燃やすことに関わる困難さにより、
混合が不十分になることが多い。
【０００４】
　例えば、ガスタービンエンジン及び他の内燃機関など、可燃性燃料を用いるエンジンは
、例えば、燃焼器や気筒などの燃焼領域と、燃焼のエネルギの機械エネルギへの変換を促
進するピストンアセンブリとを含む。燃料ノズルを利用して、燃焼領域内に噴霧燃料を導
入する。噴霧燃料は、点火装置によって点火される。点火装置としては、例えば、噴霧燃
料の近くに火花を発生させる電気点火装置、噴霧材料に熱を導入する加熱素子、及び燃焼
領域に炎を導入する点火装置が挙げられる。混合及び炎の安定化を向上させる試みにおい
て、レーザ光によって、このレーザを利用した霧化及び前期イオン化を最適化することが
求められている。
【０００５】
　また、燃焼機関の従来の診断システムでは、火炎化学発光による光放射の光学的測定が
、慣例的に予混合ガス燃焼器内で利用されて、このような燃焼器内のエネルギや熱の発生
率及び燃料空気混合比などの各種のパラメータを特定している。通常、光検出器の前面に
波長フィルタを配置することを利用して、全光放射のうちの、励起状態の特定の化学種そ
れぞれの部分寄与率を識別する。この後、一つ以上のこれらの化学種の信号比率は、燃料
空気混合比、熱発生率、及びガス温度などの各種の燃焼器パラメータに、既知の方式で相
関させることができる。この測定技術の以前の適用方式は、単純な光センサ構成とカメラ
システムとを利用したものであった。
【０００６】
　通常、点火装置と診断装置は、燃焼機関内の独立した個別の構成要素を利用する個別の
システムとして構成される。ただし、これらの成果は、各燃焼容器内で光学技術を利用す
る最適化された点火構成及び診断処理を提供することによって改善され得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第７４２１１６６Ｂ１号
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、統合型の診断装置と組み合わされて、混合及び火炎の安定化を改善するために
最適化されたレーザ点火が提供される、内燃機関のための斬新で向上した最適な点火装置
及び点火方法が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態によれば、内燃機関のためのレーザ点火装置が提供される。このレ
ーザ点火装置は、レーザビームを生成するように構成される少なくとも一つのレーザ光源
と、燃焼室に供給された含酸素燃料混合物への照射が最も着火性の高い領域において行わ
れるようにレーザビームを送り出して、火炎領域内に燃焼器火炎を生成するように構成さ
れる光ビーム案内要素とを含む。
【００１０】
　本発明の他の実施形態は、内燃機関における燃料混合物の点火方法を対象としたもので
ある。本方法は、少なくとも一つのレーザ光源を用いて少なくとも一つのレーザビームを
生成し、少なくとも一つの光ビーム案内要素を介して前記少なくとも一つのレーザビーム
を送り出し、前記内燃機関の燃焼室内に供給された前記燃料混合物上に、最も着火性の高
い領域において前記少なくとも一つのレーザビームを集束させ、集束したレーザビームで
前記燃料混合物に点火して、火炎領域に燃焼器火炎を生成することを含む。
【００１１】
　前述したもの、ならびに他の利点及び特徴は、付属の図面に関連付けて提示される、本
発明の実施形態についての下記の詳細な説明からより適切に理解されるであろう。
【００１２】
　前述したものを含め、本開示の他の態様、特徴、及び利点は、後述する詳細な説明を付
属の図面と組み合わせて検討することでより明白になるであろう。図面は次のとおりであ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】一実施形態に係るレーザ点火装置を含むガスタービンの模式図である。
【図２】一実施形態に係るレーザ点火装置の模式図である。
【図３】一実施形態に係るレーザ点火装置の模式図である。
【図４】一実施形態に係るレーザ点火装置の模式図である。
【図５】一実施形態に係るレーザ点火装置の模式図である。
【図６】一実施形態に係るレーザ点火装置の模式図である。
【図７】一実施形態に係るレーザ点火装置の模式図である。
【図８】他の実施形態に係るレーザ点火装置のグラフ表現である。
【図９】他の実施形態に係るレーザ点火装置の模式図である。
【図１０】他の実施形態に係るレーザ点火装置の模式図である。
【図１１】他の実施形態に係るレーザ点火装置の模式図である。
【図１２】実施形態に係るレーザ点火装置のために最適化されたパルス形状を示すグラフ
図である。
【図１３】実施形態に係るレーザ点火装置の向上したエネルギ伝達のために最適化された
パルス列のグラフ図である。
【図１４】実施形態に係るレーザ点火装置のために最適化された空間パルス形状のグラフ
図である。
【図１５】実施形態に係るレーザ点火装置のために最適化されたレーザビームのグラフ図
である。
【図１６】実施形態に係るレーザ点火装置のために最適化されたレーザビームのグラフ図
である。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　本明細書において、付属の図面を参照しながら本開示の実施形態について説明する。下
記の説明では、不必要な細部の中で本開示が不明瞭になることを避けるため、周知の機能
や構造については詳述しない。
【００１５】
　図１に、本発明の一実施形態に係る向上したレーザ点火装置１０の模式図を示す。本発
明の各実施形態において、レーザ点火装置１０は、レーザビームを生成して誘導し、チャ
ンバの中、例えば、ガスタービンエンジン２０１などの内燃機関２００の燃焼室２０２の
中などに集束させて、その内部の含酸素燃料混合物などの可燃性媒体に点火するように構
成される。また、レーザ点火装置は、燃焼室２０２内の点火及び火炎生成を検出して、局
部的混合物組成、火炎の伝播、及び放射を診断する放射診断を提供するように構成される
。本明細書において、「内燃機関」という表現は、連続的燃焼を伴うエンジンと、間欠的
燃焼を伴うエンジンとを包含する。内燃機関２００の非限定的な例としては、往復機関、
ガスタービンエンジン、ジェットエンジン、ディーゼルエンジン、及びロータリエンジン
が挙げられる。
【００１６】
　図１に示すように、レーザ点火装置１０は、レーザビーム１４を生成するように構成さ
れる少なくとも一つのレーザ光源１２と、前記少なくとも一つのレーザ光源１２と光通信
する光ビーム案内要素１６とを含み、この光ビーム案内要素１６は、（ｉ）少なくとも一
つのレーザ光源１２からレーザビーム１４を案内して内燃機関２００の燃焼室２０２内に
集束させて向上した点火を提供すると共に、（ｉｉ）生成された火炎からの放射を火炎診
断のために送り出すという二重の目的を果たすように構成される。また、レーザ点火装置
１０は、少なくとも一つのレーザ光源１２に連結されて、その少なくとも一つのレーザ光
源１２からのレーザビーム１４の生成を制御する点火制御装置１８と、送出された燃焼器
火炎の放射を検出して、レーザビーム１４に関連する燃焼パラメータを制御する火炎セン
サ付き制御診断部２０とを含む。
【００１７】
　図示した構成において、点火制御装置１８は、少なくとも一つのレーザ光源１２から独
立している。これに代えて、点火制御装置１８は、少なくとも一つのレーザ光源１２と一
体であってもよい。また、本開示は、本発明の処理作業を実行するいずれか特定の制御装
置に限定されるものではないことに留意されたい。本明細書において用いられる「制御装
置」の用語は、本発明の作業を実行するために必要な計算、又は演算を実行できる各種の
マシンを意味することが意図される。この「制御装置」の用語は、当業者に理解されると
おり、体系化された入力を受け入れ、所定の規則に従ってその入力を処理して出力を生成
できる各種のマシンを意味することが意図される。また、点火制御装置１８は、少なくと
も一つのレーザ光源１２に電力を供給する。
【００１８】
　一部の用途において、点火制御装置１８は、パイロットからの点火要求を受け取れるこ
とに加え、又はこれに代えて、クランク角、速度、エンジン動作温度、加速位置、排気品
質、及び測定された燃料変化量などのエンジン動作パラメータに基づいて駆動可能である
。従って、いくつかの例において、この分野において周知の光検出器（図示せず）など、
一つ以上の検出ユニットを設けて、内燃機関２００の動作パラメータを検出できると共に
、対応する情報を点火制御装置１８に中継して、レーザビーム１４の生成と集束の少なく
ともいずれかを制御する。
【００１９】
　非限定的な一例において、点火制御装置１８は、レーザ制御回路及び点火タイミング制
御回路の少なくともいずれかを含む。この分野において知られているように、レーザ制御
回路は、レーザ発振を点火タイミングに同期させ得る。点火タイミング制御回路は、制御
回路を含み、この制御回路は、検出したエンジン動作状態に基づいて点火タイミングを算
出する点火タイミング算出回路を含む。このような制御ユニットの例の更なる説明につい
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ては、「Ｌａｓｅｒ　ｉｇｎｉｔｉｏｎ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ａｎ　ｉｎｔｅ
ｒｎａｌ　ｃｏｍｂｕｓｔｉｏｎ　ｅｎｇｉｎｅ（内燃機関のレーザ点火装置）」という
名称の米国特許第４，４１６，２２６号を参照することができ、本願と同一の譲渡人に譲
渡されたこの米国特許を、本願明細書の一部として援用する。特定の用途において、電子
制御装置（ＥＣＵ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）は、点火制御装
置１８として、又は点火制御装置１８と組み合わせて利用される。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、少なくとも一つのレーザ光源１２は、内燃機関２００の
燃焼室２０２内に集束して、その内部の燃料や、燃料空気混合物や、予め混合された混合
物などの可燃性媒体に点火できる十分なエネルギを放射できるものであれば、この分野で
知られている任意のレーザ装置であってよい。少なくとも一つのレーザ光源１２の例とし
ては、特に限定するものではないが、ネオジウムタイプのレーザや、エルビウムタイプの
レーザや、他の個体レーザや、半導体レーザなどの他の適切なレーザが挙げられる。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、レーザ点火過程は、少なくとも３つの点火メカニズムの
うちのいずれか一つ、又はその任意の組み合わせによって生じ得るもので、この３つの点
火メカニズムは、特に限定するものではないが、光化学的点火、熱点火、レーザ誘起火花
点火を含む。光化学的点火では、レーザ光子が、燃料又は燃料空気混合物内の標的分子を
高反応性ラジカル種に分離する。そして、これらのラジカルが、高速の化学的連鎖反応、
すなわち燃焼を開始する。この分野において知られるとおり、光化学的点火は、分離を実
現するために、レーザ励起波長と標的分子の吸収波長とがほぼ一致していることを必要と
する。
【００２２】
　熱点火は、レーザを利用して、標的分子の平行移動形式、回転形式、又は振動形式の運
動エネルギを増大させる。この結果、分子結合が崩壊して、連鎖反応が生じ得る。このメ
カニズムは、固相、液相、及び気相が組み合わされた可燃性物質の点火に利用することが
できる。この技法での原料の加熱は、赤外レーザを用いて実行される。
【００２３】
　レーザ誘起火花点火では、レーザビームが集束して、プラズマ核、すなわち火花を生成
する。このような火花は、周囲の媒体に光、熱、及び衝撃波を放射して、燃焼を開始する
ためのエネルギを供給する。レーザ誘起火花点火は、主として熱化学過程を構成すること
ができ、この熱化学過程では、レーザ火花と衝撃波の両方から生成された熱が点火に利用
される。
【００２４】
　図１に示すように、光ビーム案内要素１６は、内燃機関２００に配置されて、燃焼室２
０２と連通する。具体的には、光ビーム案内要素１６は、燃焼室２０２の燃焼器壁面に配
置され、光の窓（現在説明中）を含む。少なくとも一つのレーザ光源１２からのレーザビ
ーム１４は、光ビーム案内要素１６を通り抜け、光ビーム案内要素１６内に収容された一
つ以上のレンズやプリズムなど、一つ以上の光学部品１７を用いて、レーザビーム１４を
集束させる、結像させる、又は変形することができる。本発明の例示的実施形態によれば
、一つ以上の光学部品１７は、レーザビーム１４の集束及び方向制御の少なくともいずれ
かを行うために移動可能である。従って、少なくとも一つのレーザ光源１２からのレーザ
ビーム１４は、光ビーム案内要素１６によって燃焼室２０２内に誘導されて集束され、そ
の内部の燃料及び燃料空気混合物に点火する。
【００２５】
　図１のレーザ点火装置１０は、燃焼器バーナ火炎から空間発光、一時発光、及びスペク
トル発光の少なくともいずれかを選択的に検出することによって、内燃機関２００の燃焼
室２０２内で、燃焼パラメータを測定する手段を更に含む。具体的には、火炎センサ付き
制御診断要素２０が、光ビーム案内要素１６から送出された光放射に応答して、一つ以上
の燃焼パラメータを制御するように動作する。本発明の実施形態によれば、測定された燃
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焼パラメータは、この後、特に限定するものではないが、亜酸化窒素排出、動圧力振動、
及び燃料効率を最適化するための燃料流量、燃料空気比、及び燃料の流れ分布を含む、内
燃機関２００の各種パラメータや、空気／燃料比や、燃焼火炎振動や、燃焼火炎消失や、
熱発生率や、火炎温度の制御に利用することができる。
【００２６】
　本発明の例示的実施形態によれば、内燃機関２００内の一つ以上の火炎からのケミルミ
ネッセンス放射は、火炎センサ付き制御診断部２０の一部として形成される一つ以上の光
検出器を用いて監視される。光ビーム案内要素１６を介して受け取った光エネルギ放射を
スペクトルフィルタにかけて、ＯＨ＊、ＣＨ＊、Ｃ２＊、及びＣＯ２＊などの特定の励起
状態種からの、光放射全体に対する部分寄与度を特定する。これら測定された信号の比は
、燃料空気比、熱発生率、及び温度に関連付けることができる。例示的実施形態によれば
、光検出器からの時間分解出力を分析して、燃焼に関連のある非定常現象を明らかにする
と共に、この時間分解出力を利用して、燃焼－音響振動（燃焼力学）、初期火炎吹き出し
、及び火炎消失を示すことができる。また、出力信号は、閉ループ燃焼制御システム（現
在説明中）において利用されるフィードバックとして用いられる。本発明の実施形態に係
る、燃焼制御用途に対応した各種センサの光学部品及び構成について、付属の図面を参照
しながら説明する。
【００２７】
　図１に示すレーザ点火装置１０は、本発明の例示的実施形態に係る、内燃機関２００の
燃焼室２０２に関連のある燃焼パラメータを制御する火炎センサ付き制御診断部２０を含
む。図示した構成において、火炎センサ付き制御診断部２０は、燃焼室２０２に隣接して
配置又は取り付けることができ、（図に示すように）点火制御装置１８とは別に形成され
得る。これに代えて、火炎センサ付き制御診断部２０は、点火制御装置１８と少なくとも
一つのレーザ光源１２の両方、又はそのいずれかと一体化されてもよい。火炎センサ付き
制御診断部２０は、燃焼室２０２の火炎領域２４の近くで、燃焼室２０２内の火炎２２か
らの光放射を選択的に検出する。火炎２２の少なくとも一部からの光放射は、光ビーム案
内要素１６を通り抜け、その光放射は、一つ以上の光学部品１７を用いて集束させる、結
像させる、又は変形することができる。本発明の例示的実施形態によれば、既に説明した
ように、一つ以上の光学部品１７は、移動可能であり、光学系の視野を変えることができ
る。
【００２８】
　本発明の例示的実施形態に従って、引き続き図１を参照して説明すると、火炎センサ付
き制御診断部２０は、対象とする波長スペクトル窓内で応答するように選択される少なく
とも一つの光検出器２６を更に含む。例えば、炭化ケイ素（ＳｉＣ）光検出器は、波長ス
ペクトルの紫外部に感度を有することから選択可能であり、また、その感度故に、３００
ｎｍの波長範囲内の励起状態のＯＨ＊ラジカルからの放射を検出するのに適したものにな
り得る。このＯＨ＊放射は、化学反応強度（放熱）の主要指標であり得るため、３００ｎ
ｍ領域内の波長を利用して、気体温度を特定する。他の実施形態によれば、シリコン（Ｓ
ｉ）光検出器を利用して、ＣＨ＊（約４３０ｎｍ）及びＣ２＊（約５１４ｎｍ）を含む、
４００～１０００ｎｍスペクトルの化学種からの放射を監視する。これらの火炎ラジカル
は、予混合火炎の放熱と局部的燃料空気比とに比例することが判明している。例示的実施
形態によれば、火炎センサ付き制御診断部２０内の関連する検出器電子部品は、少なくと
も一つの光検出器２６からの信号を調整、増幅、フィルタリング、及び処理するように動
作する。検出器電子部品は、光学部品１７を含む光ビーム案内要素１６内の光学構成要素
の位置決めの制御も提供する。検出器電子部品からの出力信号は、火炎センサ付き制御診
断部２０及び点火制御装置１６の制御信号として利用される。例えば、本発明の一実施形
態によれば、測定されたＣＨ対ＯＨのケミルミネッセンス比（ＣＨ＊／ＯＨ＊）は、火炎
センサ付き制御診断部２０におけるフィードバックとして利用することができ、燃料／空
気比を動的に調整する制御を提供できる。このような燃焼制御診断の更なる説明について
は、「Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｅｎｓｏｒｓ　ｆｏｒ　Ｃｕｍｂｕｓｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏ
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ｌ（燃焼制御のための光学センサ）」という名称の同時継続中の米国特許出願第１２／４
８４，４４７号（ドケット番号２３４８５２－１）を参照されたい。この米国特許出願は
、本願と同じ譲渡人に譲渡されたものであり、本願明細書の一部として援用する。
【００２９】
　次に、図２～図５を参照すると、模式図に、各種実施形態に係るレーザ点火装置が示さ
れている。説明を簡単にするため、同一の参照番号を用いて、各図における同様の要素を
示す。図２～図５に記載した構成は、単なる例示であることに留意されたい。図２～図５
に示すレーザ点火装置３０及び３４は、いずれも図１を参照して説明したレーザ点火装置
１０とほぼ同様の構成であるが、燃焼室側面壁に形成されて、レーザビーム１４を通過さ
せる開口を有する。この開口は、２つの実施形態における異なる光集束方式を例示するた
めに、燃焼器壁面上の異なる場所に配置されている。
【００３０】
　図示した実施形態において、内燃機関２００（図１）には複数の燃料ノズル２８が設け
られているが、図にはそのうちの一つのみが記載されている。燃料ノズル２８は、燃焼室
２０２内に、可燃性媒体すなわち燃料混合物３１の噴霧と共に、レーザビーム１４の点火
位置を示して記載されている。図示したレーザ構成において、ノズル２８は、レーザ光源
１２と光学的に整列するように構成されており、放射されたレーザビーム１４を受け取る
。図１に関して既に説明したように、光ビーム案内要素１６は、燃焼室２０２の外側ライ
ナ２０４の近くに構成される。
【００３１】
　向上した点火を提供するため、レーザビーム１４は、燃焼室２０２内に供給された含酸
素燃料混合物、すなわち可燃性媒体３１に照射され、レーザ火花３２によって、着火性３
３の最も高い領域において火炎領域内に燃焼器火炎を生成するように送出される。図２及
び図４に明瞭に示されるように、レーザビーム１４は、通常の動作状態において着火性３
３の最も高い領域に対応する場所にレーザ火花３２を生成するように、光ビーム案内要素
１６によって誘導される。悪天候状態などの危険なエンジン動作状態中は、図３及び図５
に最もよく示されるように、レーザビーム１４は、ノズル２８の先端部により近い、着火
性３３の最も高い領域内にレーザ火花３２を生成するように、光ビーム案内要素１６によ
って誘導される。レーザビーム１４がノズル２８の近くにレーザ火花３２を生成するよう
に誘導された場合、レーザビーム１４は、燃料の霧化を補助して含酸素燃料混合物３１を
前期イオン化し、火炎の安定性を改善すると共に、火炎吹き消え事象を防止する。レーザ
火花３２の位置は、異なる燃料装荷モードに応じて変化してよい。
【００３２】
　非限定的な一例において、光ビーム案内要素１６内に収容された光学部品１７は、動作
中、レーザビーム１４が燃焼室２０２内に進入して、ノズル２８から噴霧された含酸素燃
料混合物３１に、着火性３３の高い所望の場所で着火するように、ノズル２８に向けてレ
ーザビーム１４を集束及び伝播させる。光ビーム案内要素１６内に収容された光学部品１
７は、回折部品、移動プリズム、移動ミラー、光音響スイッチ、及び偏光ベースの光学部
品のうちの少なくともいずれかを含む。具体的には、光ビーム案内要素は、燃焼室２０２
内の着火性３３の最も高い領域において可燃性媒体３１に着火するようにレーザビーム１
４を中継するのに適する、高効率で集束性に優れた従来のレンズ、又は任意のレンズを含
む。
【００３３】
　前述したように、危険な動作状態中、レーザ火花３２は、着火性３３の最も高い領域に
誘導される。図４に記載した例示的実施形態において、着火性３３の最も高い領域は、燃
焼室内部の再循環区域４１の近くに示されている。より詳細には、着火性３３の最も高い
領域は、再循環区域４１の輪郭部におけるせん断層４２に近接した、燃料ノズル２８の先
端部付近である。レーザ火花３２の大きさは、ノズル２８の先端部の出口断面の面積と同
程度で、噴射された燃料の容積にほぼ匹敵する。レーザ火花３２のエネルギ密度が高いた
め、パイロット燃料は、噴射位置の近くで実質的に加熱される。また、レーザ火花３２は
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、ノズル２８の先端部の近くで混合物を分解して、放射状に伝播する衝撃波を発生させる
。図２～図５の実施形態において、着火性３３の最も高い領域にレーザ火花３２を集める
ことによって、燃料の粘度が低下し、燃料気化量が増え、燃料の霧化が、予熱、及び衝撃
波との相互作用の両方によって支援され、更に、燃料空気混合物が、レーザ火花３２によ
って局部的に前期イオン化されて、高反応性ラジカルとイオンとが放出される。全体的な
効果として、混合及び火炎安定度が向上するため、吹き消え事象を防止することができる
。
【００３４】
　次に、図６及び図７を参照すると、模式図に、実施形態に係るレーザ点火装置が示され
ている。図６及び図７に記載した構成は、単なる例示であることに留意されたい。図６及
び図７に記載したレーザ点火装置４０及び４５は、いずれも図１を参照して説明したレー
ザ点火装置１０とほぼ同様の構成であるが、ポンプ光によって改善された点火部を有する
。
【００３５】
　図示した実施形態において、内燃機関２００（図１）には、複数の燃料ノズル２８が設
けられているが、図にはそのうちの一つのみが示されている。燃料ノズル２８は、燃焼室
２０２内に、可燃性媒体３１の噴霧と共に、レーザビーム１４の点火位置を示して記載さ
れている。図示したレーザ構成において、ノズル２８は、レーザ光源１２と光学的に整列
するように構成されて、放射されたレーザビーム１４を受け取ることができる。図１に関
して既に説明したように、光ビーム案内要素１６は、燃焼室２０２の外側ライナ２０４に
近接して構成される。
【００３６】
　図６のレーザ点火装置３５において、レーザ光源１２は、レーザダイオードポンプ光源
１３である。動作中、ポンプ光源１３の放射光（近赤外ポンプレーザ光）３６の一部は、
熱として消失されずにレーザ空洞３７から取り出され、燃焼室２０２内に案内されて点火
を支援する。この放射光３６を燃焼室２０２内に案内することによって、レーザ点火装置
３５のレーザ部分に必要とされる冷却要件が緩和される。
【００３７】
　図７に記載したレーザ点火装置３８において、レーザ光源１２は、フラッシュランプ型
ポンプ光源１５である。動作中、ポンプ光源１５の放射光（最大４００ｎｍの波長の光）
３９の一部は、熱として消失されずにレーザ空洞３７から取り出され、燃焼室２０２内に
案内されて点火を支援する。この放射光３９を燃焼室２０２内に案内することによって、
レーザ点火装置３９のレーザ部分に必要とされる冷却要件が緩和される。
【００３８】
　次に、図８～図１１を参照すると、一体に組み込まれる燃焼診断装置を備える、最適化
されたレーザ点火装置の実施形態が示されている。より具体的に見ると、図８には、一実
施形態に係るレーザ点火装置４０の模式図が記載されている。図８の構成は単なる例示で
あることに留意されたい。レーザ点火装置４０は、図１を参照して説明したレーザ点火装
置１０とほぼ同様に構成される。図示した実施形態において、内燃機関２００内の複数の
ノズル、又は燃焼器カップ３０は、燃焼室２０２内に、可燃性媒体の噴霧と共に、レーザ
ビーム１４の点火位置を示して記載さている。図示した多重レーザ構成において、複数の
ノズル３０は、それぞれレーザ光源１２と光学的に整列するように構成されて、放射され
たレーザビーム１４を受け取ることができる。図１に関して既に説明したように、光ビー
ム案内要素１６は、燃焼室２０２の外側ライナ２０４の近くに構成される。図８に記載し
たような内側ライナ２０６が、燃焼室２０２を更に画定している。
【００３９】
　この例示的実施形態において、レーザ点火装置４０は、点火制御装置１８と、火炎セン
サ付き制御診断部２０とを更に含む。図示した構成において、点火制御装置１８及び火炎
センサ付き制御診断部２０は、燃焼室２０２に近接して配置又は取り付けられて、少なく
とも一つのレーザ光源１２に連結される単一の一体型構成要素として形成することができ
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る。これに代えて、点火制御装置１８及び火炎センサ付き制御診断部２０は、独立した構
成要素として形成されてもよい。また、更に他の代替実施形態において、点火制御装置１
８及び火炎センサ付き制御診断部２０は、少なくとも一つのレーザ光源１２と一体に形成
されてもよい。
【００４０】
　図８に示すように、内燃機関２００、より具体的には外側ライナ２０４に、複数の開口
部（参照番号なし）が画定される。複数の各光ビーム案内要素１６は、ハウジング１９と
必須光学部品１７とを含む。各ハウジング１９は、その一方の端部が複数の開口部のうち
の一つに収容されるため、各ハウジング１９は、内燃機関２００に保持された状態で、燃
焼室２０２と連通している。特定の用途において、各光ビーム案内要素１６は、２つ以上
のレンズ、２つ以上のプリズム、回折光学部品、光音響スイッチ、及び他の光学部品のう
ちの少なくともいずれかを含む。ハウジング１９は、必須光学部品１７を保持するのに適
した任意の形状であってよい。
【００４１】
　非限定的な一例において、各光ビーム案内要素１６内に収容された光学部品は、動作中
、レーザビーム１４が燃焼室２０２内に進入して、ノズル３０から噴霧される可燃性媒体
に所望の位置で着火するように、それぞれのノズル３０に向けてレーザビーム１４を集束
及び伝播させる。一部の構成において、光ビーム案内要素１６内に収容された光学部品１
７は、レーザビーム１４を中継して、燃焼室２０２内の点火位置において可燃性媒体に着
火するのに適する、効率が高く集束性に優れた従来のレンズや任意のレンズを含む。各光
ビーム案内要素１６は、火炎２２からの光放射を受け取る光学部品１７を含み、火炎セン
サ付き制御診断部２０による後の検出を行うように更に構成される。
【００４２】
　動作中、火炎２２の少なくとも一部からの光放射は、各光ビーム案内要素１６を通り抜
け、その光放射は、一つ以上の光学部品１７を用いて、各火炎センサ付き制御診断要素２
０内に収容された少なくとも一つの光検出器２７上に集束させる、結像させる、又は変形
することができる。図８の多重レーザ構成は、個別に制御可能なレーザ放射を提供すると
共に、各燃焼器バーナ火炎２４からの空間発光、一時発光、及びスペクトル発光のうちの
少なくともいずれかを選択的に検出することによって、個別のレーザビーム１４ごとに燃
焼パラメータを測定する手段を提供する。本発明の実施形態によれば、測定された燃焼パ
ラメータを更に利用して、内燃機関２００の各種のパラメータ、特に限定するものではな
いが、個別のノズル３０それぞれの燃料流量、燃料空気比、及び燃料の流れ分布を含む各
種パラメータを制御し、亜酸化窒素排出、動圧力振動、及び燃料効率を最適化することが
できる。
【００４３】
　図９は、他の実施形態に係るレーザ点火装置４５の模式図である。図９の構成は単なる
例示であることに留意されたい。レーザ点火装置４５は、図８を参照して説明したレーザ
点火装置４０とほぼ同様であるが、本例示的実施形態では、ノズル３０のうちの一部のみ
が、それぞれのレーザ光源１２からレーザビーム１４を受け取るように連結される。具体
的には、図９に記載した多重レーザ構成において、複数のノズル３０のうちの一部である
、アクティブノズルとも呼ばれる各ノズル３０は、光ビーム案内要素１６、レーザ光源、
及び火炎センサ付き制御診断部２０と光学的に整列するように構成される。各アクティブ
ノズル３０は、それぞれ対応する光ビーム案内要素１６から放射されたレーザビーム１４
を受け取る。また、各光ビーム案内要素１６は、火炎センサ付き制御診断部２０による後
の検出のために、各火炎２２からの光放射を受け取って伝播させる光学部品１７を含んで
構成される。
【００４４】
　図１０は、本発明の更に他の実施形態に係るレーザ点火装置５０の模式図である。図１
０に記載した構成は単なる例示であることに留意されたい。このレーザ点火装置５０は、
図８を参照して説明したレーザ点火装置４０とほぼ同様に構成されるが、本例示的実施形
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態において、点火制御装置１８及び火炎センサ付き制御診断要素２０には複数のノズル３
０が連結される。具体的には、図１０の多重レーザ構成において、各ノズル３０は、光ビ
ーム案内要素１６及びレーザ光源１２と光学的に整列するように構成される。前の実施形
態とは対照的に、単一の火炎センサ付き制御診断要素２０に複数のノズル３０が連結され
る。各ノズル３０は、それぞれ対応するレーザ光源１２から個別の光ビーム案内要素１６
を通って放射されたレーザビーム１４を受け取る。また、各光ビーム案内要素１６は、電
源ケーブル５２を介して火炎センサ付き制御診断要素２０によって行われる後の検出のた
めに、個別の火炎２２からの光放射を受け取って伝播させる光学部品１７を含んで構成さ
れる。
【００４５】
　動作において、各光ビーム案内要素１６は、光学部品１７を含んで構成され、この光学
部品１７は、連結されているノズル３０に向かってレーザビーム１４を伝播及び集束させ
ると共に、連結されている火炎センサ付き制御診断要素２０による後の検出のために、火
炎２２からの光放射を受け取る。具体的には、動作の診断段階において、火炎２２の少な
くとも一部からの光放射は、連結された光ビーム案内要素１６を通り抜け、その光放射は
、一つ以上の光学部品１７を用いて、各点火制御装置１８に収容された少なくとも一つの
光検出器２７上及び火炎センサ付き制御診断要素２０上に集束させる、結像させる、又は
変形することができる。図１０に記載した多重レーザ構成は、個別に制御可能なレーザ放
射を提供すると共に、各燃焼器バーナ火炎２２からの空間発光、一時発光、及びスペクト
ル発光のうちの少なくともいずれかを選択的に検出することによって、個別のレーザビー
ム１４ごとに燃焼パラメータを測定する手段を提供する。本発明の実施形態によれば、測
定された燃焼パラメータを更に利用して、内燃機関２００の各種のパラメータ、特に限定
するものではないが、個別のノズル３０それぞれの燃料流量、燃料空気比、及び燃料の流
れ分布を含む各種パラメータを制御し、亜酸化窒素排出、動圧力振動、及び燃料効率を最
適化することができる。
【００４６】
　図１１は、本発明の更に他の実施形態に係るレーザ点火装置５５の模式図である。図１
１に記載した構成は単なる例示であることに留意されたい。このレーザ点火装置５５は、
図８を参照して説明したレーザ点火装置４０とほぼ同様に構成されるが、本例示的実施形
態において、ノズル３０は、単一の点火制御装置１８及び単一の火炎センサ付き制御診断
要素２０に連結される。具体的には、図１１の多重レーザ構成において、各ノズル３０は
、それぞれ対応する光ビーム案内要素１６と光学的に整列するように構成される。前の実
施形態とは対照的に、単一のレーザ光源１２が、各光ビーム案内要素１６に連結されて、
そのそれぞれが対応する各ノズル３０にレーザビーム１４を放射するように構成される。
また、ノズル３０は、単一の火炎センサ付き制御診断要素２０に連結される。図示した構
成において、火炎センサ付き制御診断要素２０は、点火制御装置１８と一体に収容される
（図示した状態）。これに代えて、火炎センサ付き制御診断要素２０は、燃焼室２０２に
隣接して配置又は取り付けられて、点火制御装置１８とは別に形成されてもよい。各ノズ
ル３０は、少なくとも一つのレーザ光源１２からビーム分散ユニット５６を介して放射さ
れたレーザ光を、それぞれ対応する光ビーム案内要素１６から受け取る。また、各光ビー
ム案内要素１６は、電源ケーブル５２を介して火炎センサ付き制御診断要素２０によって
行われる後の検出のために、個々の火炎２２からの光放射を受け取って伝播させる光学部
品１７を含んで構成される。
【００４７】
　動作において、各光ビーム案内要素１６は、光学部品１７を含んで構成され、この光学
部品１７は、連結されているノズル３０に向かってレーザビーム１４を伝播及び集束させ
ると共に、連結されている火炎センサ付き制御診断要素２０による後の検出のために、火
炎２２からの光放射を受け取る。具体的には、動作の診断段階において、火炎２２の少な
くとも一部からの光放射は、連結された光ビーム案内要素１６を通り抜け、この光放射は
、一つ以上の光学部品１７を用いて、点火制御装置１８に収容された少なくとも一つの光
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検出器２７上、及び火炎センサ付き制御診断要素２０上に集束させる、結像させる、又は
変形することができる。図１１に記載した多重レーザ構成は、個別に制御可能なレーザ放
射を提供すると共に、各燃焼器バーナ火炎２２からの空間発光、一時発光、及びスペクト
ル発光のうちの少なくともいずれかを選択的に検出することによって、個別のレーザビー
ム１４ごとに燃焼パラメータを測定する手段を提供する。本発明の実施形態によれば、測
定された燃焼パラメータを更に利用して、内燃機関２００の各種のパラメータ、特に限定
するものではないが、個別のノズル３０それぞれの燃料流量、燃料空気比、及び燃料の流
れ分布を含む各種パラメータを制御し、亜酸化窒素排出、動圧力振動、及び燃料効率を最
適化することができる。
【００４８】
　一般的なレーザシステムにおいて、レーザ出力は、調整されておらず、図２～図１１の
上記のレーザ点火装置に開示したような点火用途に対して最適化されたものではない。エ
ンジンなどの内燃機関２００のためのより強力で効果的かつ融通の利く点火装置を開発す
る試みでは、時間と空間の両方の領域におけるレーザパルス形状、少なくとも一つのレー
ザ光源１２によって生成される一連のパルス、及びレーザビーム１４のパルスのエネルギ
含量を含め、レーザパルス調節に対処しなければならない。このようなレーザ調節を表す
グラフ図を示した図１２～図１６を参照して、より具体的に説明する。
【００４９】
　ここで、図１２を参照すると、時間６２に対するレーザパルス強度６１によって表され
るグラフ図６０に、レーザ点火源、より具体的には、装置１０（図１）などのレーザ点火
装置の実施形態に係るレーザビーム１４にとっての最適なパルス形状（時間領域）が記載
されている。この例示的実施形態において、図示したようなレーザビーム１４にとっての
最適な時間プロファイルを有するレーザ点火器は、短い高強度ピークを有する初期火花６
３を生成し、その後で、パルスの長い低強度テイル６４によって火炎核を加熱することに
よって向上した着火性を提供するように最適化される。
【００５０】
　次に、図１３を参照すると、時間６２に対するレーザパルス強度６１によって表される
グラフ図６５に、装置１０（図１）などのレーザ点火装置の実施形態に係る、レーザビー
ム１４のための火花６６の最適なパルス列が記載されている。火花６６の期間６８を延長
して火花６６、ひいては火炎核へのエネルギ伝達を向上させる試みにおいて、燃焼室２０
２内の点火のための火花６６のパルス列は、図示したように最適化される。この例示的実
施形態において、延長された火花期間６８は、火花６６及び対応する火炎核へのエネルギ
伝達を向上させる。
【００５１】
　次に、図１４を参照すると、装置１０（図１）などのレーザ点火装置の実施形態に係る
グラフ図７０に、レーザパルス強度７１及び７３によって表される空間レーザビームプロ
ファイル（ドーナツ形状）７２が記載されている。通常、高出力レーザのレーザビームプ
ロファイルは、ピーク強度が、レーザビーム１４などのレーザビームの中央に位置するこ
とを意味するＧｕａｓｓｉａｎ状である。レーザ点火を最適化するために、空間レーザビ
ームプロファイル７２のようなドーナツ状のプロファイルは、レーザエネルギに晒される
気体のリングによって囲まれた中心容積７４内に燃料混合物の一部を閉じ込めることによ
って、着火性を向上させる。各レーザパルスにおいてリング内の気体が分解されて、火炎
２２（図１）などの火花を生成する。対応する衝撃波は、正と負の両方向に放射状に伝播
して中心容積７４内に閉じ込められた気体を圧縮することで、分解作用を活性化し、より
強力なプラズマを生成する。従って、空間レーザビームのドーナツ状プロファイル７２を
生成する、供給部１２（図１）などのレーザ光源は、最適な点火用途を提供する。
【００５２】
　次に、図１５を参照すると、時間７７に対するレーザパルス強度７６、及び時間７７に
対する火炎核放射率７８によって表されるグラフ図７５に、装置１０（図１）などのレー
ザ点火装置の実施形態に係る、閉ループ点火制御を含む、可変レーザパルスエネルギ８０



(13) JP 5997434 B2 2016.9.28

10

20

30

40

50

が記載されている。例示的実施形態では、レーザ点火を最適化する試みにおいて、閉ルー
プシステムは、火炎核放射率７８を測定して、信頼できる点火のためのエネルギ需要を最
小化するように、少なくとも一つのレーザ光源１２（図１）からのレーザパルスエネルギ
を適合させる。図１５に示されるように、動作中、検出器２６（図１）及び火炎センサ付
き制御診断部２０（図１）は、火炎核放射率７８を検出及び監視して、その放射率７８が
閾値８２を満たしているかどうかを判定する。図１５に、検出した火炎核放射率７８が閾
値８２に達していなかった失敗事象８３と、検出した火炎核放射率７８が正常に閾値８２
に到達していた成功事象８４とを示す。レーザ点火、より具体的には火炎核放射率を最適
化することで、レーザ出力及びレーザ冷却についての要件を低減できることに加え、メン
テナンス期間を短縮し、最終的には点火装置の寿命を延ばすことができる。また、このこ
とは、点火制御装置１８（図１）、火炎センサ付き制御診断部２０（図１）、及びパワー
エレクトロニクスの小型化にもつながる。
【００５３】
　また、図１６に最も明瞭に図示するように、時間７７に対するレーザパルス強度７６、
及び時間７７に対する火炎放射率８６によって表されるグラフ図８５に、装置１０（図１
）などのレーザ点火装置の実施形態に係る、閉ループ点火制御を含む、可変レーザパルス
エネルギ８０が記載されている。図１５に関連して説明したように火炎核放射率７８を測
定することに加え、閉ループシステムは、火炎放射率８６も測定し、火炎の足を（例えば
、荒れ模様の天候状態の間）持続させるエネルギ需要を最小限に抑えるように、少なくと
も一つのレーザ光源１２（図１）からのレーザパルスエネルギを適合させることができる
。図１６に示すように、動作中、検出器２６（図１）及び火炎センサ付き制御診断部２０
（図１）は、火炎放射率８６を検出及び監視し、その放射率８６が閾値８７を維持してい
るかどうかを判定する。図１６に、検出した火炎放射率８８が安定して、閾値８７を維持
する火炎安定状態８８、及び検出した火炎放射率８６が安定せず、閾値８７を維持できな
い火炎不安定状態８９を示す。レーザ点火、より具体的には火炎放射率を最適化すること
で、レーザ出力及びレーザ冷却についての要件を低減できることに加え、メンテナンス期
間を短縮し、最終的には点火装置の寿命を延ばすことができる。また、このことは、点火
制御装置１８（図１）、火炎センサ付き制御診断部２０（図１）、及びパワーエレクトロ
ニクスの小型化にもつながる。
【００５４】
　従って、記載したのは、内燃機関、具体的にはガスタービンエンジンのためのレーザ点
火装置及びレーザ点火方法であり、特に、光ビーム案内要素を利用して、着火性の最も高
いポイントにおけるレーザ点火、及び燃焼診断の両方に対応した二重の機能を実行するも
のである。また、開示したレーザ点火装置において、レーザビームの最適化が提供される
。開示した統合システムは、より低いＮＯ＊排出、信頼性と着火性の向上、即時再点火能
力という形での燃え上がり応答時間の短縮、及び非常に偏った状態における燃焼制御の改
善と、その結果の火炎安定性を提供することができる。
【００５５】
　本開示について、典型的な実施形態において例示及び説明したが、提示した細部に限定
されることを意図するものではなく、本開示の精神から逸脱することなく各種の変更及び
置き換えを行うことができる。従って、本明細書に開示した本開示の更なる変形物及び等
価物は、通常の範囲の実験を利用して当業者が想当し得るものであり、このようなすべて
の変形物及び等価物は、付属の請求項に定義される本開示の精神及び範囲に入るものと確
信する。
【符号の説明】
【００５６】
　１０　レーザ点火装置
　１２　レーザ光源
　１３　レーザダイオードポンプ光源
　１４　レーザビーム
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　１５　フラッシュランプ型ポンプ光源
　１６　光ビーム案内要素
　１７　レンズ
　１８　点火制御装置
　１９　光学要素のハウジング
　２０　火炎センサ付き制御診断部
　２２　火炎
　２４　火炎領域
　２６　少なくとも一つの光検出器
　２８　ノズル又は燃焼器カップ
　３０　レーザ点火装置
　３１　可燃性媒体
　３２　レーザ火花
　３３　着火性の最も高い領域
　３４　レーザ点火装置
　３５　レーザ点火装置
　３６　放射光（近赤外ポンプレーザ光）
　３７　レーザ空洞
　３８　レーザ点火装置
　３９　放射光（紫外線ポンプレーザ光）
　４０　レーザ点火装置
　４１　再循環区域
　４２　せん断層
　５０　レーザ点火装置
　５５　レーザ点火装置
　５６　ビーム分散ユニット
　６０　グラフ図
　６１　レーザパルス強度
　６２　時間
　６３　初期火花
　６４　長い低強度テイル
　６５　グラフ図
　６６　火花
　６８　期間
　７０　グラフ図
　７１　レーザパルス強度
　７２　空間レーザビームプロファイル（ドーナツ形状）
　７３　レーザパルス強度
　７４　低強度火花テイル
　７５　グラフ図
　７６　レーザパルス強度
　７７　時間
　７８　火炎核放射率
　８０　可変レーザパルスエネルギ
　８２　閾値
　８３　失敗事象
　８４　成功事象
　８５　グラフ図
　８６　火炎放射率
　８７　閾値
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　８８　火炎安定状態
　８９　火炎不安定状態
　２００　内燃機関
　２０２　燃焼室
　２０４　燃焼室の外側ライナ
　２０６　燃焼室の内側ライナ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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